
相　談　項　目 と　　　　　き 相　　談　　員

月・火・水・木・金　９：００～１７：００

毎月第１木曜日、第３木曜日　９：００～１９：００

電話：３３－４１６２

毎月第２金曜日、第４金曜日
１０：００～１６：００

毎月第１月曜日
９：0０～１６：0０

毎月第１金曜日
１０：００～１５：００

毎月第２月曜日
１０：００～１２：００

※祝日と重なった場合は、翌週に開催

毎月第２火曜日、第４火曜日
９：００～１２：００

毎月第２水曜日
９：３０～１１：３０

毎月第２木曜日
１３：００～１５：００

毎月第３火曜日
１０：００～１２：００

毎月第３水曜日
１０：００～１２：００

毎月第３木曜日
１０：００～１５：００

毎月第３金曜日
１０：００～１２：００

2月・５月・８月・１１月の第3火曜日
１３：0０～１５：0０

ところ

　　　毎週月曜日　１３：００～１５：００

　　　毎週水曜日　　９：００～１２：００　

【英語・タガログ語】第1･3火曜日

【中国語】　　　　　第2･4火曜日

　　　　　　　９：００～１５：００

【　要注意！！】令和８年度から下記のとおり変更しています

　消費生活センター：毎週木曜日　19時まで　⇒毎月第１木曜・第３木曜　19時まで

遺言相談

弁護士法律相談

（予約制、定数各１０組）

多重債務相談 消費生活相談員

行政なんでも相談 行政相談委員

弁護士

市　民　相　談 

市民生活相談 市民生活相談員

女性の悩みごと相談 女性相談支援員

月曜日～金曜日
９：0０～１７：００

※市民生活相談は15：45まで
電話：３３－４４５２ひとり親家庭自立支援相談

消費生活相談員

司法書士

人権・心配ごと相談 人権擁護委員

司法書士法律相談

建築相談 建築士

　予約は、月初めの市役所開庁日（午前８時３０分）から、
　市民活動政策課　電話：３３－４４８２　で受け付けます。

公証人

定　期　相　談　※相談日にお気を付けください

八代市 市民相談室・消費生活センターのご案内

身体障がい者相談 身体障害者相談員

成年後見制度相談

八代市役所1階
総合案内所内

母国語交流員

社会保険労務・労働相談

母子・父子自立支援員

消費生活センター

社会保険労務士

税務相談 税理士

司法書士

※「手話通訳者」・「外国語通訳者」を配置しております。

手話通訳者

　上記相談に関する問合せ⇒市民活動政策課（市役所５階）　電話：33-4482
　※相談にお越しの際は市役所２階の市民相談室・消費生活センターにお越しください

入管問題相談 行政書士


